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令和 ２年 ５月１１日 

タイトル  特別定額給付金相談コーナーを設置します 

目 的 特別定額給付金の申請に係る各種相談に対応するため 

日   時 

及び 

内 容 

 

特別定額給付金については、原則としてオンラインまたは郵送により申請す

ることとなっておりますが、各種相談が多数発生することが予想されるため、

５月１４日（木）からの特別定額給付金の申請受付開始に合わせ、下記のと

おり相談コーナーを設置します。 

 

【期  間】令和２年５月１４日（木）８時３０分～受付期間内（終期未定） 

【設置場所】１階市民ホール 

【受付体制】２名 

備 考 

 

問い合わせ 

柳井市新型コロナウイルス感染症対策本部 

（特別定額給付金支給担当：柳井市総合政策部政策企画課） 

電話 0820-22-2111内線 470～472 

0820-22-2130（特別定額給付金専用ダイヤル） 

 

 


